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厚
生
労
働
省
は
八
月
二
三
日
、
二
〇
一
一

年
版
厚
生
労
働
白
書
を
発
表
し
た
。
厚
生
労

働
行
政
の
現
状
や
見
通
し
な
ど
を
ま
と
め
る

も
の
で
、
一
九
五
六
年
の
発
刊
以
来
、
今
回

で
五
四
冊
を
数
え
る
。
毎
年
テ
ー
マ
を
決
め

る
第
一
部
で
は
、「
社
会
保
障
の
検
証
と
展
望

～
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
制
度
実
現
か
ら
半

世
紀
」
と
銘
打
ち
、
社
会
保
障
制
度
が
こ
れ

ま
で
果
た
し
て
き
た
役
割
を
そ
の
背
景
事
情

と
と
も
に
検
証
し
、
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を

展
望
し
て
い
る
。

社
会
保
障
制
度
の
変
遷

日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
成
り
立
ち
と
見

直
し
の
変
遷
に
つ
い
て
、
白
書
は
「
①
国
民

皆
保
険
・
皆
年
金
実
現
以
前
の
社
会
保
障
制

度
（
～
昭
和
二
〇
年
代
）」「
②
国
民
皆
保
険
・

皆
年
金
の
実
現
（
昭
和
三
〇
年
代
～
オ
イ
ル

シ
ョ
ッ
ク
）」「
③
制
度
の
見
直
し
期
（
昭
和

五
〇
～
六
〇
年
代
）」「
④
少
子
・
高
齢
社
会

へ
の
対
応
（
～
平
成
一
〇
年
）」「
⑤
経
済
構

造
改
革
と
社
会
保
障（
平
成
一
一
年
～
）」「
⑥

政
権
交
代
と
社
会
保
障
」
―
―
の
六
つ
の
時

代
に
区
切
り
、
背
景
と
な
る
社
会
・
経
済
状

況
な
ど
と
と
も
に
解
説
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
の
社
会
保
障
制
度

は
、
医
療
保
険
や
年
金
保
険
に
代
表
さ
れ
る

保
険
の
仕
組
み
を
用
い
た
社
会
保
険
方
式
と
、

生
活
保
護
等
に
代
表
さ
れ
る
公
費
財
源
に
よ

る
公
的
扶
助
方
式
に
大
別
さ
れ
る
が
、
生
活

困
窮
者
の
援
護
策
や
感
染
症
対
策
が
中
心

だ
っ
た
戦
後
復
興
期
の
一
時
期
（
①
）
を
除

け
ば
、
社
会
保
険
方
式
を
中
核
と
し
て
発
展

を
遂
げ
た
。
今
か
ら
五
〇
年
前
の
一
九
六
一

年
に
、「
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
」を
実
現（
②
）

し
、
高
度
経
済
成
長
を
通
じ
て
医
療
保
険
、

年
金
と
も
給
付
が
拡
充
さ
れ
た
。
一
九
七
一

年
に
は
児
童
手
当
法
が
制
定
さ
れ
、
ま
た
、

一
九
七
三
年
の
「
福
祉
元
年
」
に
は
、
老
人

医
療
費
の
無
料
化
の
ほ
か
、
医
療
保
険
に
お

け
る
高
額
療
養
費
制
度
や
、
年
金
の
物
価
ス

ラ
イ
ド
制
等
も
導
入
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
二
度
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
に
よ
り
高
度
経
済
成
長
が
終
焉
し
、
安
定

成
長
に
移
行
す
る
と
と
も
に
増
税
な
き
財
政

再
建
が
課
題
と
な
る
。
将
来
の
高
齢
社
会
の

到
来
に
対
応
す
る
必
要
性
に
も
迫
ら
れ
、
老

人
保
健
制
度
の
創
設
、
医
療
保
険
制
度
の
被

用
者
本
人
の
一
割
自
己
負
担
の
導
入
や
、
退

職
者
医
療
制
度
の
創
設
、
医
療
計
画
の
制
度

化
、
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
制
度
の
導
入

な
ど
、
社
会
保
障
制
度
の
全
面
的
な
見
直
し

が
進
め
ら
れ
た
（
③
）。

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
は
、
経
済
の
低
成
長

基
調
が
鮮
明
に
な
り
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
行
す
る
な
か
、
企
業
経
営
が
厳
し
さ

を
増
し
た
。
非
正
規
労
働
者
の
割
合
が
上
昇

し
、
社
会
保
障
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
日
本

型
雇
用
慣
行
に
も
変
化
が
み
ら
れ
始
め
た
。

こ
の
時
期
、高
齢
化
が
急
速
に
進
行
し
、「
一
・

五
七
シ
ョ
ッ
ク
」
と
し
て
少
子
化
に
対
す
る

危
機
感
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
ゴ
ー
ル
ド

プ
ラ
ン
の
策
定
、
介
護
保
険
制
度
の
創
設
、

多
様
な
働
き
方
に
対
応
し
た
法
整
備
、
年
金

支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
と
定
年
延
長
に

向
け
た
施
策
、
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定
等

が
進
め
ら
れ
た
（
④
）。

総
人
口
の
伸
び
は
鈍
化
し
、
超
高
齢
社
会

が
到
来
す
る
な
か
、
い
わ
ゆ
る
構
造
改
革
時

代
に
突
入
し
た
。
経
済
の
本
格
的
な
グ
ロ
ー

バ
ル
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、
規
制
改
革
等

が
推
進
さ
れ
る
一
方
、
格
差
の
拡
大
や
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
の
低
下
も
指
摘
さ
れ
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
際
し
て
は
「
派
遣
切

り
」
と
い
っ
た
、
非
正
規
労
働
者
の
解
雇
・

雇
止
め
等
が
社
会
問
題
化
し
た
。

ま
た
、
発
行
済
国
債
残
高
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
大

き
く
上
回
る
な
ど
、
国
の
財
政
が
危
機
的
状

況
に
陥
り
、
毎
年
一
兆
円
を
超
え
る
自
然
増

が
発
生
す
る
、
社
会
保
障
関
連
の
予
算
編
成

は
と
く
に
厳
し
さ
を
増
し
た
。そ
の
た
め「
歳

入
・
歳
出
一
体
改
革
」
と
し
て
、
二
〇
〇
七

年
度
か
ら
の
五
年
間
で
一
・
一
兆
円
（
毎
年

二
二
〇
〇
億
円
）
の
削
減
が
求
め
ら
れ
る
と

と
も
に
、
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
を

確
保
す
る
た
め
、
年
金
に
お
け
る
保
険
料
水

準
の
固
定
方
式
や
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の

導
入
、
医
療
保
険
に
お
け
る
本
人
負
担
分
の

引
き
上
げ
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設

と
い
っ
た
、
制
度
の
見
直
し
が
加
え
ら
れ
た

（
⑤
）。

そ
う
し
て
わ
が
国
の
歴
史
上
、
初
め
て
の

政
権
交
代
に
至
る
と
、
社
会
保
障
費
の
自
然

増
か
ら
毎
年
二
二
〇
〇
億
円
を
削
減
す
る
と

し
て
い
た
方
針
が
完
全
に
変
更
さ
れ
、
診
療

報
酬
本
体
に
つ
い
て
も
一
〇
年
ぶ
り
の
プ
ラ

ス
改
定
や
、
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
が
行
わ

れ
た
（
⑥
）。

社
会
保
障
の
あ
り
方
を
展
望
す
る

こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
を
振
り
返
っ
た
上

で
、
白
書
は
そ
の
第
三
章
で
、
社
会
保
障
の

こ
れ
ま
で
の
成
果
と
抱
え
て
き
た
課
題
を
俯

瞰
し
、
さ
ら
に
第
四
章
で
現
在
、
議
論
さ
れ

て
い
る
社
会
保
障
制
度
改
革
に
触
れ
つ
つ
、

今
後
の
社
会
保
障
の
あ
り
方
に
つ
い
て
展
望

し
て
い
る
。

ま
ず
、
皆
保
険
・
皆
年
金
を
中
心
と
し
た

半
世
紀
に
わ
た
る
社
会
保
障
の
成
果
と
し
て
、

白
書
は
「
家
族
間
の
私
的
扶
養
か
ら
、
社
会

全
体
で
の
負
担
」
と
い
う
姿
の
定
着
、
死
亡

率
の
低
下
と
平
均
寿
命
の
世
界
最
高
水
準
化
、

年
金
給
付
額
の
改
善
に
よ
る
高
齢
者
世
帯
の

経
済
状
態
の
改
善
（
全
世
帯
の
平
均
所
得
を

一
〇
〇
と
し
た
場
合
に
五
四
・
二
ま
で
上
昇
）、

介
護
保
険
に
よ
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
わ

た
る
総
合
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
―
―
等
を

挙
げ
て
い
る
。

一
方
、
抱
え
て
き
た
課
題
に
つ
い
て
は
、

高
齢
化
に
よ
る
給
付
増
加
等
に
伴
い
、
年
金

は
賦
課
方
式
に
接
近
し
て
「
現
役
世
代
の
保

険
料
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
」
や
、

加
入
者
の
性
格
が
農
林
水
産
業
や
自
営
業
者

か
ら
、
高
齢
者
や
低
所
得
者
に
シ
フ
ト
し
て

き
た
こ
と
等
に
よ
り
「
国
民
健
康
保
険
・
国

民
年
金
の
保
険
料
収
納
率
が
長
期
漸
減
傾
向

に
あ
る
こ
と
」、
ま
た
、
各
保
険
制
度
の
財

政
力
の
違
い
や
保
険
料
引
き
上
げ
抑
制
へ
の

ト
ピ
ッ
ク
ス

厚
生
労
働
白
書

1

社
会
保
障
制
度
の
変
遷
と
今
後
の
展
望
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対
応
の
た
め
、
公
費
が
順
次
拡
充
さ
れ
「
社

会
保
障
関
係
費
は
今
後
、
毎
年
一
兆
円
を
超

え
る
自
然
増
の
見
込
み
で
あ
る
こ
と
」（
社
会

保
障
給
付
費
総
額
は
九
〇
年
度
四
七
・
二
兆

円
→
二
〇
〇
〇
年
度
七
八
・
一
兆
円
→
二
〇

一
一
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
一
〇
七
・
八
兆
円
）

―
―
等
を
指
摘
す
る
。

国
民
の
理
解
と
協
力
を

そ
の
上
で
白
書
は
、
社
会
保
障
制
度
を
め

ぐ
っ
て
は
こ
の
間
、
各
分
野
で
さ
ま
ざ
ま
な

見
直
し
が
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
厳
し
い

財
政
事
情
や
中
長
期
的
な
経
済
見
通
し
等
を

踏
ま
え
る
と
、「
な
お
社
会
保
障
制
度
の
安
定

性
と
持
続
可
能
性
の
観
点
か
ら
さ
ら
な
る
改

革
が
必
要
」
と
強
調
す
る
。

今
後
の
社
会
保
障
に
求
め
ら
れ
る
切
り
口

と
し
て
、
①
日
本
型
雇
用
が
揺
ら
ぎ
、
非
正

規
労
働
者
が
増
加
す
る
な
か
、
子
育
て
支
援

な
ど
現
役
世
代
を
中
心
と
す
る
、
新
た
な
社

会
保
障
（
現
役
世
代
が
安
心
し
て
生
活
を
営

み
、
仕
事
に
励
み
消
費
で
き
る
社
会
基
盤
）

の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
②
高
齢
化
や
貧

困
、
自
殺
な
ど
複
雑
化
・
複
合
化
す
る
問
題

に
対
応
し
た
個
別
的
・
包
括
的
な
支
援
と
と

も
に
、
す
べ
て
の
人
に
社
会
参
加
を
保
障
す

る
、参
加
型
社
会
保
障
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ウ
ェ

ル
フ
ェ
ア
）
の
考
え
方
が
今
後
の
支
援
の
基

本
に
な
る
③
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
に
、

世
代
間
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
（
現
役
世
代
の
不

信
感
・
不
公
平
感
）
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
給

付
の
重
点
化
や
制
度
運
営
の
効
率
化
と
と
も

に
、
安
定
的
な
財
源
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る

④
膨
張
す
る
社
会
保
障
給
付
費
と
悪
化
す
る

国
の
財
政
を
踏
ま
え
、
社
会
保
障
の
機
能
強

化
を
図
り
つ
つ
も
中
長
期
的
な
持
続
可
能
性

を
確
保
す
る
た
め
、
制
度
全
般
に
わ
た
る
改

革
の
実
行
が
必
要
で
あ
る
―
―
な
ど
と
主
張

し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、「
社
会
保
障
は
国
民
相
互

の
支
え
合
い
が
基
本
で
あ
り
、
今
後
の
あ
り

方
を
決
定
し
て
い
く
上
で
客
観
的
デ
ー
タ
や

正
確
な
知
識
に
基
づ
く
国
民
的
な
議
論
が
必

要
」
と
し
、
ま
た
「
社
会
保
障
制
度
改
革
の

実
現
の
た
め
に
は
、
立
場
を
越
え
た
幅
広
い

議
論
の
上
に
立
っ
た
国
民
の
理
解
と
協
力
を

得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
な
ど
と
結
ん
で

い
る
。

過
半
数
が
負
担
増
を
容
認

参
考
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
が
白
書
の
作

成
等
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
同
日
公

表
し
た
社
会
保
障
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
」
結
果
（
二
月
実
施
、
二
〇
～
七
〇
代
の

男
女
一
三
四
二
人
の
回
答
を
集
約
）
を
み
る

と
（
図
）、
現
在
の
社
会
保
障
の
給
付
内
容

に
つ
い
て
「
現
状
は
維
持
で
き
な
い
」
と
の

回
答
が
六
一
・
三
％
に
の
ぼ
り
、「
現
状
は
な

ん
と
か
維
持
で
き
る
」（
二
二
・
〇
％
）、「
現

状
は
維
持
で
き
る
」（
三
・
七
％
）
を
大
き
く

引
き
離
し
て
い
る
。
中
で
も
四
〇
～
五
〇
歳

代
の
壮
年
層
で｢

で
き
な
い｣
と
す
る
割
合

が
高
く
、
現
役
世
代
の
負
担
が
限
界
に
近
づ

き
、
国
の
財
政
も
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と

を
国
民
も
認
識
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

る
。今

後
の
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
バ
ラ

ン
ス
に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
障
の
給
付
水
準

を
保
つ
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
負
担
の
増
加

は
や
む
を
得
な
い
」
と
す
る
割
合
が
四
八
・

五
％
で
も
っ
と
も
高
く
、「
社
会
保
障
の
給
付

水
準
を
あ
る
程
度
下
げ
て
も
、
従
来
通
り
の

負
担
と
す
べ
き
」
が
二
二
・
一
％
、「
わ
か
ら

な
い
」
が
一
五
・
八
％
で
続
く
。「
社
会
保

障
の
給
付
水
準
を
大
幅
に
引
き
下
げ
て
、
負

担
を
減
ら
す
こ
と
を
優
先
す
べ
き
」
と
す
る

割
合
は
九
・
七
％
。「
一
定
の
負
担
増
容
認
」

と
「
大
幅
負
担
増
容
認
」
の
二
・
九
％
を
合

わ
せ
た
、
負
担
増
容
認
派
の
占
め
る
割
合
が

五
一
・
四
％
で
、
現
在
以
上
の
負
担
増
を
や

む
を
得
な
い
と
考
え
る
人
が
半
数
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

今
後
め
ざ
す
べ
き
社
会
保
障
の
負
担
の
方

向
性
に
つ
い
て
は
、「
す
べ
て
の
世
代
で
支
え

て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
高
齢
者
と
現
役
世
代

双
方
の
負
担
の
増
加
は
や
む
を
得
な
い
」
と

す
る
割
合
が
五
六
・
六
％
と
全
体
の
半
数
を

超
え
、「
高
齢
者
に
現
在
以
上
の
負
担
は
求
め

る
べ
き
で
は
な
く
、
現
役
世
代
の
負
担
の
増

加
は
や
む
を
得
な
い
」
が
一
七
・
九
％
、「
わ

か
ら
な
い
」
が
一
二
・
八
％
、「
現
役
世
代
に

現
在
以
上
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、

高
齢
者
の
負
担
の
増
加
は
や
む
を
得
な
い
」

が
一
一
・
三
％
―
―
な
ど
の
順
に
多
か
っ
た
。

政
権
交
代
後
の
検
討
の
動
き

社
会
保
障
制
度
改
革
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政

権
交
代
を
経
て
検
討
の
動
き
が
慌
た
だ
し
く

推
移
し
て
い
る
。
昨
年
一
〇
月
に
は
、
内
閣

総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
政
府
・
与
党
社

会
保
障
改
革
検
討
本
部
を
設
置
。「
社
会
保

障
改
革
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」
を
設
置

し
、
一
二
月
に
検
討
会
報
告
「
安
心
と
活
力

へ
の
社
会
保
障
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
ま
と
め
た
。

ま
た
、
与
党
・
民
主
党
内
に
「
税
と
社
会
保

障
の
抜
本
改
革
調
査
会
」
が
設
け
ら
れ
、
一

二
月
に
中
間
整
理
を
行
っ

た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
報
告

を
踏
ま
え
、「
社
会
保
障
改

革
の
推
進
に
つ
い
て
」
が

閣
議
決
定
さ
れ
。
厚
生
労

働
省
内
に
社
会
保
障
検
討

本
部
が
設
置
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
厚
生
労
働
省

は
本
年
五
月
一
二
日
に
、

「
社
会
保
障
制
度
改
革
の

方
向
性
と
具
体
策
―
『
世

代
間
公
平
』
と
『
共
助
』

を
柱
と
す
る
持
続
可
能
性

の
高
い
社
会
保
障
制
度
」

を
発
表
。
ま
た
、
六
月
三

〇
日
に
は
政
府
・
与
党
社

会
保
障
改
革
検
討
本
部
が

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改

革
成
案
」
を
決
定
し
、
七

月
一
日
に
閣
議
報
告
さ
れ

る
な
ど
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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無回答,  
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今後の社会保障の給付内容についての意識

社会保障の給付水準を大幅

に引き下げて、負担を減らす

ことを優先すべき, 9.7 

社会保障の給付水準をある

程度下げても、従来どおりの

負担とすべき, 22.1 
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今後の社会保障の給付と負担のバランス

高齢者に現在以上の負担は

求めるべきではなく、現役

世代の負担の増加は

やむを得ない, 17.9 
全ての世代で支えていく

べきであり、高齢者と現役

世代双方の負担の増加は

やむを得ない, 56.6 

現役世代に現在以上の

負担を求めるべきではなく、

高齢者の負担の増加は

やむを得ない, 11.3 

わからない,      
12.8 

無回答,  
1.3 
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図　「社会保障に関するアンケート」調査結果（ｎ＝ 1,342）




